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貿易登録の要件見直しについて 

  

 従来、日本在住でない方が代表者として登記されている日本法人の場合は、貿易登録をお断りしておりました。 

 

しかし、会社法の要件緩和（2015年 3月）・昨今の情勢を考慮し、下記要件に基づき「日本国内での業務執行 

責任者」を立てていただくことにより貿易登録を認めます。 

 

なお、万が一問題が発生した場合は「日本国内での業務執行責任者」が責任をもって速やかにご対応をお願い

致します。 

 

記 

 

【要件】 代表者が日本在住でない（海外在住である）日本法人の場合 

 

      ① 取締役、又は、それに準ずる役職（監査役は除く）で、日本在住である方を１名以上登記。 

 

      ② 「日本国内での業務執行責任者」に関する誓約書（別紙参照）を提出してください。 

 

        ※添付資料として、「日本国内での業務執行責任者」の方の印鑑証明（発行日を起算日として 3 ヶ月 

 以内の原本）をご提出ください。（印鑑証明書は、日本在住の確認を行うため住所省略は不可とします。） 

 

        ※「日本国内での業務執行責任者」が日本在住の外国籍の方の場合、印鑑証明に加え、在留カード 

（特別永住者証明書）裏表両面のフォトコピーをご提出ください。下記の在留資格の条件を満たし 

ている場合のみ登録ができます。 

          （氏名、在留資格、在留期限の記載が確認できる場合、パスポートのフォトコピーでも代用可） 

 

            【在留資格】 

経営・管理、永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者の配偶者等、 

法律・会計業務、企業内転勤、高度専門職 

 

 

 

      【備考】上記とは別に、通常の貿易登録に必要な書類（登録台帳・履歴事項全部証明書・印鑑証明 etc.） 

が必要になります。詳細は、ＨＰをご確認ください。 

 

 

以 上 

 

 

 

発行：東京商工会議所 証明センター 
営業時間：月～金（祝日・年末年始除く） 9：30-12：00、13：00-17：00 

※貿易登録受付時間： 9:30-11:30、13:00-16:30 
 

https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/trade_registration/document/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別紙 


